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静岡県 一般国道４１４号(伊豆縦貫自動車道)　天城峠道路（月ケ瀬～茅野） 予算化に同意

島根県 一般国道９号(山陰自動車道)　益田道路（久城～高津） 予算化に同意

山口県 一般国道１９１号(山陰自動車道)　三隅・長門道路 予算化に同意

長野県 一般国道２０号　諏訪バイパス 予算化に同意

長野県 一般国道１５３号　飯田南バイパス 予算化に同意

岐阜県 一般国道２５６号　堀越峠道路 権限代行要請

兵庫県 一般国道１７８号　城崎道路 権限代行要請

広島県 一般国道２号　西条バイパス（下三永～八本松） 予算化に同意

福岡県 一般国道３号　広川八女バイパス 予算化に同意

熊本県 一般国道２０８号　荒尾道路 予算化に同意

宮崎県 一般国道１０号　住吉道路 予算化に同意

※知事意見本文については、次項以降に掲載しているが、国土交通省から各都道府県知事等への意見照会文に
　 ついては、静岡県知事宛のものを代表として使用している。

新規事業化候補箇所についての都道府県意見等

《直轄事業》

都道府県名 事業名 知事意見
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国 道 評 第 5 5 号 

令 和 ５ 年 ２ 月 2 8 日 

 

静岡県知事 殿 

 

国土交通省道路局長       

（公印省略） 

 

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について 

 

 

 貴職におかれましては、日頃から国土交通行政に対するご理解、ご協力を賜り、

厚く御礼申し上げます。 

 さて、直轄事業の新規事業採択時評価については、国土交通省所管公共事業

の新規事業採択時評価実施要領において、その効率性、実施過程の透明性を図る

べく、直轄事業負担金の負担者である都道府県・政令市等に意見を聴いた上で、

学識経験者等の第三者から構成される委員会等の意見を聴くこととしております。 

 このため、別紙に掲げる事業を予算化することについて、貴職のご意見を承りたく

依頼いたします。 

 

 

※ご意見の送付・問い合わせ 

（手続きに関する内容・ご意見の送付先） 

国土交通省道路局 企画課評価室  課長補佐  宮本 雄一 

電 話 ０３－５２５３－８５９３（内線３７６８２) Ｆ Ａ Ｘ ０３－５２５３－１６１８ 

 

（個別事業に関する内容） 

国土交通省道路局 国道・技術課  企画専門官 森田 裕介 

電 話 ０３－５２５３－８４９２（内線３７８３２) Ｆ Ａ Ｘ ０３－５２５３－１６２０ 
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高 推 第 ３６号

令和５年３月２日

国土交通省道路局長 様

島根県知事  丸山 達也   

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について（回答）

平素から本県の道路行政の推進につきまして、格別のご高配を賜り厚くお礼

申し上げます。

令和５年２月２８日付け国道評第５５号で照会のありましたこのことについ

ては下記のとおりです。

記

一般国道９号 山陰自動車道 益田道路(久城～高津）事業の予算化について同

意いたします。 

島根県では、希望と活力に満ちた新時代「人口減少に打ち勝ち、笑顔で暮らせ

る島根」を目指して島根創生に全力で取り組んでおり、その実現は、全県的な活

力と経済発展に欠くことのできない重要な社会基盤である山陰道の整備を前提

としております。 

益田道路（久城～高津間）は、高津川と益田川に挟まれた浸水想定区域にある

ため、洪水時に緊急輸送道路ネットワークの途絶が発生することや、益田市街

地における交通混雑により物流の効率性が阻害されていることなどの課題があ

り、当該区間のミッシングリンクの解消が不可欠です。 

島根県としては、地元益田市と連携し、事業推進に向けた地元協力体制の構

築や関係機関調整に協力し、事業の円滑な推進に向けた環境整備に努めてまい

ります。 

また、益田市においては、当該道路隣接地に防災公園を整備することとして

おり、県としては、益田市と連携してこの公園へのアクセス向上に寄与する県

道益田港線を土地区画整理事業と連携して整備し、国・県・市が一体となった地

域防災力の強化に協力してまいります。 

その他、市中心部における賑わいの場として、高架下空間の有効活用を益田

市において検討していくこととされており、県としても協力してまいります。 

つきましては、一般国道９号 山陰自動車道 益田道路（久城～高津）の早期整

備をお願いいたします。 

（公印省略）

4



5



6



7



8



 

（公 印 省 略） 
道企第１３４６号 
令和５年３月２日 

 
国土交通省 道路局長 様 

兵庫県知事  齋 藤  元 彦 

 

一般国道１７８号山陰近畿自動車道「城崎道路」の 

直轄権限代行事業による整備について（要請） 

 

平素は、本県の道路行政にご理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、山陰近畿自動車道は、鳥取県・兵庫県・京都府を結び、日本海側の国土軸の一翼を

担い、環日本海地域における人・モノ・情報の交流を強化する広域連携ネットワークを形成

する道路です。 

山陰近畿自動車道は、城崎温泉・山陰海岸ジオパーク等への観光入込客数の増加、３次医

療機関である豊岡病院の医療圏域拡大、南海トラフ巨大地震等の大規模災害時におけるリ

ダンダンシーの確保など、多大なストック効果が期待され、本県にて整備を進めています。 

一方、豊岡北ＪＣＴ・ＩＣから城崎温泉ＩＣまでの「城崎道路」区間は、複雑な地質構造

による調査・トンネル施工の困難性、近接する水源地の存在、河川内の厚い軟弱地盤の存在、

地滑り要因となる地形の存在、地域固有の貴重な自然環境への配慮など、整備にあたり多く

の技術的な課題があり、今年度、近畿地方整備局において調査を実施いただき、「本区間は

高度な技術力を活用することで事業実施が可能になる」ことが確認されたところです。 

つきましては、当該「城崎道路」が、豊富な技術的知見を有する直轄による権限代行事業

により、速やかな事業化を図られるよう要請いたします。 

本県としましては、豊岡北ＪＣＴ・ＩＣを含む竹野道路の計画的な整備に加え、城崎温泉

ＩＣのアクセス道路となる（主）豊岡竹野線改良事業や城崎大橋架替事業を着実に実施して

まいります。また、「城崎道路」事業が円滑に推進されるよう、用地取得や埋蔵文化財調査、

トンネル工事等に伴う建設発生土の受入地の確保等について、沿線自治体と連携して地元

や関係機関との調整に積極的に取り組んでまいります。 

山陰近畿自動車道の早期完成に向けて、引き続き、御支援いただきますようお願いいたし

ます。 

以 上 

問合せ先： 

兵庫県土木部道路企画課 草野、大久保 

電話 078-362-9254 

9



 

 

道 企 第 7 4 号  

令和５年３月１日  

 

国土交通省道路局長 様 

 

広   島   県   知   事 

道  路  企  画  課 

 

道路事業の新規採択時評価に係る意見照会について（回答） 

 

令和５年２月 28 日付け国道評第 55 号で照会のこのことについて，一般国道２号西条バイ

パス（下三永～八本松）を予算化することについて，同意します。 

 

一般国道２号西条バイパスは，東広島市を東西に貫き，本年３月 19日に全線開通予定の東

広島・安芸バイパスや東広島・呉自動車道等の高規格道路と一体となって，広域的な連携強

化を図るなど重要な役割を担う幹線道路です。また，広島空港へのアクセスルートにおいて

山陽自動車道を経由する高速ルートや JR 山陽本線と併せてトリプルウェイの一つに位置付

けており，広島空港への高いアクセシビリティの実現に向けて，空港アクセスの定時性や代

替性を強化する上で重要な道路です。更には，広島港など臨海部の物流拠点と東広島市周辺

に立地する産業団地等を連絡し企業の生産性向上に資する重要な道路です。 

 

現在，全長 11.3kmのうち 9.2kmは暫定２車線で供用されている中で，通勤時間帯等に早稲

木東交差点などにおいて渋滞が生じています。東広島・安芸バイパスの開通により，西条バ

イパスの交通需要が更に高まるため，国土交通省において現在事業を進めていただいている

道照交差点の立体化に加えて，西条バイパスの４車線化が必要と考えています。 

 

本事業が決定した際には，円滑に事業が推進されるよう，地元調整や周辺企業・工場等へ

の協力要請を通じた工事中の渋滞対策，工事により発生する残土処理への受け入れ調整など

の事業実施環境の整備に関して，引き続き，地元市町と連携しながら積極的に取り組んでま

いります。また，西条バイパス４車線化の効果が早期かつ最大限に発揮されるよう，西条バ

イパスと交差する一般国道 375 号御薗宇バイパスの４車線化や交通量が増加するアクセス道

路の交差点改良の整備等に関して，東広島市をはじめとする関係機関との連携をより密にし

て，積極的に取り組んでまいります。 

さらに，東広島市において実施される新たな産業用地の調査・検討等をはじめとして，本

事業の整備効果が地域へ波及するよう，関係する市町と協力して最大限努力してまいります。 

 

つきましては，令和５年度新規事業としての予算化に特段のご配慮をお願いします。 

 

担当 幹線道路グループ 

電話 (082)513-3893（ダイヤルイン） 

 （担当者 中村，古屋） 
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公印省略 

４道建第１７７６号 

令和５年３月２日 

 

国土交通省道路局長 殿 

 

福岡県知事 

 

道路事業の新規事業採択時評価に係る意見照会について（回答） 

 

 令和５年２月２８日付国道評第５５号で照会のあった件について、下記のとおり

回答します。 

 

記 

 

 新規事業採択時評価に係る「一般国道３号広川八女バイパス」事業の予算化につ

いて同意いたします。 

国道３号は、北九州市と鹿児島市を結ぶ交通の大動脈として九州の人流・物流に

欠かせない非常に重要な道路であり、福岡県内においては南北方向の従交通を担う

大変重要な幹線道路であり、大規模災害時には、迅速な救急対応や、復旧復興を可

能にするなど、緊急輸送道路として機能し、沿線地域住民の安全安心を支える上で

大変重要な役割を担っております。 

しかしながら、広川町から八女市の区間においては、慢性的な交通渋滞による物

流コストや交通事故リスクの増加、浸水による避難・防災活動や物流への影響等の

課題が顕在化しているところです。 

本県としましては、周辺自治体と連携して、事業の円滑な推進に向けた環境整備

に取り組むとともに、広川町新産業団地整備計画や奥八女地域の振興に加え、関連

する周辺道路の整備推進など、地域経済の発展にも努めてまいります。 

また、県内の直轄国道整備に伴う諸課題の解決に向けて、国とともに取り組んで

まいりますので、引き続き、ご支援いただきますようお願いいたします。 

 つきましては、「一般国道３号広川八女バイパス」の令和５年度新規事業として

の予算化に特段のご配慮をお願いいたします。 
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